
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大東市では、「こども基本法」に掲げられる「子どもが意見を表明する権利」を体現する場として、

各中学校の生徒会役員と教育長の交流会を実施しました。 
 

中学生から学校の現状や生徒の様子を聞く 

 生徒会役員から生徒会活動の報告してもらう中で、生徒たちの言葉で学校生活の話を聞くことができまし

た。その中で、生徒会役員としての悩みや、生徒会として新しく取組む行事の企画や運営についての質問などを

直接聞くこともできました。 
 

生徒会役員の活動の見直しの機会に 

 交流会の最初には、各校から生徒会役員の取組みを紹介してもらいました。その準備の中で自分たちの活動

を見直し、前期役員から後期役員への引継ぎ等も丁寧に行われていました。そうすることで取組みの意義や必

要性を再確認できていました。 
 

学校をよりよくしたいという意欲 

 市内の中学校の生徒会役員の共通点は「どうすれば今より魅力ある 

学校になるか？」ということについて一生懸命考えて、新しいアイデアを 

出したり、今ある取組みを見直したりと全校生徒のために活動している 

ところです。教育長からのアドバイスを熱心に記録し、翌日からの生徒 

会活動に活かそうとしていました。 

 交流会の内容を振り返り、よりよい学校をつくりあげてほしいです。 

 

 

 

 お問い合わせ先 ： 大東市教育委員会事務局 指導・人権教育課 TEL072-870-9104 

 

☆大東学び合いネット 

（大東市教育委員会【公式】ちゃんねる） 

大東市小・中学校で取り組んでいる教育の内容について 

紹介しています。 

☆大東市の教育施策動画 

大東市の子育て支援や教育の情報について発信しています。 

☆子育て世代向け Instagram 

 （大東市教育委員会ホームページ） 

市内小・中学校２０校が作成しているホームページを 
まとめています。教育長からのお知らせも発信しています。 

 

 

大東市 HP 以外でも大東市の教育や 
子育て支援の情報などを発信しています！ 


